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《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 次の傷病名に対するスルピリド【内服薬】（ドグマチール錠等）の算定

は、原則として認められない。 

 ⑴ 脳疾患術後 

 ⑵ 逆流性食道炎 

 ⑶ 胃炎 

 

○ 取扱いの根拠 

 ドグマチール錠 50mgの添付文書の効能・効果は、「胃・十二指腸潰瘍、

統合失調症、うつ病・うつ状態」である。作用機序として、抗潰瘍作用、

血流増加作用、消化管運動促進作用、抗ドパミン作用があるが、上記⑴か

ら⑶の傷病名に対する投与は、適応外である。 

 以上のことから、上記⑴から⑶の傷病名に対するスルピリド【内服薬】

（ドグマチール錠等）の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


